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1 工事名奈皇先端太物質創成科堂F棟1期局所排気設備判彦工事_

2 工事場所奈皇県生駒市壹山町β_9_1_6番地の5___C奈長先端科堂樹本迭堂院太堂横内?_

3 完成期限令和 8年12月25日(金曜日)

4 一般 工頁

現場説明書の適用方法

ω・印で始まる事項については、@印を付した事項のみ適用する。
②文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ
適用する。

(3)^印又はX印で抹消した事項は全て適用しない。

5 施工に関する事項
ω工事用地

範囲は監督職員と協議のうぇ決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員
に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。
②仮設物の設置等
①仮設建物等

仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願d を監督職員に提出して発注者等の承
諾を得ること。

②障害物の撤去又は移設

障割勿の撤去又は移設をするときは、捌図畏亭監督職員の指示により行うこと。
③仮囲い等

仮囲い等を設けるときは、

と。

④監督職員事務所
・設ける(

⑤仮設物の維持管理等

仮設物は、施工、監督及て朧金査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置
するものとし、常に維持保全に注意すること。
⑥墜落防止措置

墜落制止用器具の着用については、労働安全衛生法施行令第13条第3項第器号における墜
落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第Ⅱ
号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、腰べルト型墜落制止用器具及
びランヤード等)とする。
⑦その他

_現場説明書に丞す事項は、_最低y)基準宣丞立も_四tで._安全管理上七里な支四は、_適切な処
置宣す盈三と,_なお._杢工事範囲卦1ぐ燧通堂の業班を行2工い登大三め_、_歯玉音・振動!_塵芥等
四発生するイ乍業王程垈関yl.些_監督職員_女よ_く鰯議す登三上乞_______________________

(3)工事用電力等
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①工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用
料は受注者の負担とする。
②工事用電力
・電力会社と協議の上引き込む@構内より分岐できる・発電機を使用

③工事用電話
・構外より引込む @携帯電話等で対応する
④工事用給水
・構外より引込む @構内より分岐できる
・さく井する

⑤工事用電力、電話、給水のヲ階込み位置は別紙・-1により、排水は号蝿畢+笑憾監督職員
の指示による。

⑥工事に際して、構内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監
督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。
⑥その他

_工事肌電力及ひ論丞塗構内よ_り分岐す登場合峡_仮設墜二立二を設置し._使肌前後に数
値虫檢収を叉けた旦呉歪、_使用数量に基ゴく_本学から詰求す亙使用料金空._奈良先端科坐
技術大堂院太学管理部金赴課に立1厶旦.__________________________________________

④その他

②着工までに契約書(工事請負契約基準含む)、質疑回答書、現場説明書、特記仕様書及

を提出すること。

③工事に伴う留意事項や工程等に関する施工条件については別紙一2の通りとする。

契約に関する事項
ω本学が定める工事請負契約基準(以下、「基準」という。)の運用
①基準第3の規定による、

工事費内訳明細書

び設計図(発注図)のA3版2つ折り白焼製本(タイトル入り)5盲

なお、工事費内訳明細書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費
を明示するものとする。

工程

目

@1是出する。
・提出しない。

表@1是出する。
・提出しない。

②基準第17、第18及び第19の規定により設計変更を行う場合は、「文部科学省発注工事請負
契約における設計変更ガイドライン」に基づき、実施する。
③基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成
ア基準第加の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事
現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受
けるものとする。

なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬
入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再
開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。
イエ事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
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⑥基準第30第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をい
つ。

⑦天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額
にの額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものと
する。

⑧基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に
限る)
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③契約の保証について

①落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次のアからクのいずれかの書類を提出しな
ければならない。

ア契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及て喫約保証金納付書
例本学が指定する金融機関に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで振込
金受取書の交付を受けること。

(イ)振込金受取書の宛名の欄には、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学学長塩
崎ご裕と記載するように申し込むこと。
付)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いにつぃては、本工
事に係る経理責任者の1旨示に従うこと。

①受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、国立大学法
人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程第43条の3により本学に帰属する。な
お、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収す
る。

(オ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに払渡請求書を提出す
ること。

イ契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債
を除く)、政府の保証のある債券、鋤テ、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全
国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87
号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和器年法律第256号)第1条の規定
により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第
85号)附則堀条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証
のある債券以外のもの、地方債及び本工事に係る経理責任者が確実と認める社債の場合は、
政府保管有価証券払込済通知書及乙喫約保証金納付書

例政府保管有価証券払込済通知書は、本学が指定する金融機関に契約保証金の金額に相
当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。

(イ)政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、国立大学法人奈良先端科学技術大学
院大学学長塩岫二裕と記載するように申し込むこと。
(ウ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いにつぃては、本工
事に係る経理責任者の指示に従うこと。

①受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、国立大学
法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程第賜条3の規定により本学に帰属す
る。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴
収する。

(オ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに大学保管有価証券払
渡請求書を提出すること。

口

Z>、

Z>、

^

^

Z>、

二釜ミ

/>、ケ



ウ契約保証金の納付に代わる担保が、登録された国債又は地方債の場合は、当該登録済通知
書又は登録済書並びに契約保証金納付書
(ア)当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。

(イ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、本工事
に係る経理責任者の指示に従うこと。

(ウ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、国立大学法
人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程第43条3の規定により本学に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収す
る。

①受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに大学保管有価証券払渡
請求書を提出すること。

工契約保証金の納付に代わる担保が、鋤テ又は本工事に係る経理責任者力靴実と認める金融
機関が振り出し又は支払を保証した小切手、鋤テ又は本工事に係る経理責任者力嘘実と認め
る金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、
当該有価証券及て喫約保証金納付書

(ア)請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いにつぃては、本工
事に係る経理責任者のチ旨示に従うこと。

(イ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、国立大学
法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程第嶋条3の規定により本学に帰属す
る。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴
収する。

(ウ)受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに大学保管有価証券払
渡請求書を提出すること。

オ契約保証金の納付に代わる担保が、鋤テ又は本工事に係る経理責任者が確実と認める金融
機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である
鋤テ又は本工事に係る経理責任者力流実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書
面及て喫約保証金納付書
⑦当該債権に質権を設定し提出すること。

(イ)請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いにっいては、本
工事に係る経理責任者の指示に従うこと。

⑦受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、国立大学法
人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程第43条3の規定により本学に帰属す
る。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を
徴収する。

①受注者は、工事完成後、本工事に係る経理責任者から当該債権に係る証書及び当該
債権に係る債務者である鋤テ又は本工事に係る経理責任者力流実と認める金融機関の
承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。

力債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及て喫約保証金
納付書

⑦債務不履行による損害金の支払を保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金
利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する鋤テ等又は公共
工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条堀項に規定する保
証事業会社(以下、「金融機関等」と総称する。)とする。

(イ)保証書の宛名の欄には、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学学長塩岫一
裕と記載するように申し込むこと。
(ウ)保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いで
あること。

(D 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名
が記載されるように申し込むこと。
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(オ)保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
仂)保証期間は、工期を含むものとすること。
(キ)保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとするこ
と。

(ク)請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等
の取扱いについては、本工事に係る経理責任者の指示に従うこと。
(ケ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われ
た保証金は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程第43条3の規
定により本学に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合には、
別途、超過分を徴収する。
(コ)受注者は、鋤子等が保証した場合にあっては、工事完成後、本工事に係る経理責任
者から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、鋤テ等に返還すること。

キ債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券
例履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険であ
る。

(イ)履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ)保険証券の宛名の欄には、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学学長塩崎一
裕と記載するように申し込むこと。
①証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が
記載されるように申し込むこと。
(オ)保険金額は、請負代金額のW分の1の金額以上とする。
仂)保険期間は、工期を含むものとすること。
(キ)請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、本工事に係る
経理責任者の指示に従うこと。

例受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保
険金は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程第43条3の規定に
より本学に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、
過分を徴収する。

ク債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券
(ア)公共工事履行保証証券とは、保険会社、鋤テ、農林中央金庫その他財務大臣の指定す
る金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額をF艮度として債務の履行を保証
する保証である。

(イ)公共工事履行保証証券の宛名の欄には、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学
学長塩崎一裕と記載するように申し込むこと。
(ウ)証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名
が記載されるように申し込むこと。
①保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。
(オ)保証期間は、工期を含むものとすること。
仂)請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の
取扱いについては、本工事に係る経理責任者の指示に従うこと。
(キ)受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保
証金は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学契約事務取扱規程第嶋条3の規定に
より本学に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、
過分を徴収する。

②①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等
が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約
に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理ネ且織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め本工事に係る経理責
任者の認める措置を講ずることができる。この場合において、落札者は当該保証書又は



証券を提出したものとみなす。

当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子
証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を本工事に係る経理責任者に提供
し、本工事に係る経理責任者は、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を
閲覧する方法とし、この場合において、契約情報及び三砺正情報について電子契約システ
(又は電子メール)を介して提供すること。
※電子証書等電磁n垢己録(電子的方法、電磁n勺方法その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情ま艇理の用に供されるもの

をいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。

※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、 電

子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険

会社又は保証事業会社がチ旨定するものをいう。

※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。

※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。

④工事請負代金債権の債権譲渡

この工事の受注者は、地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業
のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出るこ
とができるものとする。

⑤下請契約の締結

受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約炊(昭和認年4月26日
中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また、「建設業法令遵守
ガイドライン(第9版)一元請負人と下請負人の関係に係る留意点一」(令和5年6月国士交通
省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。
⑥建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について
工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針に
ついて」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にさ
れている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締
結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、下請代金
の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金におけ
る現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。
⑦監督職員の権限

本学が定める工事請負契約基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。
⑧請負代金の支払

請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて

国立太堂法△至長先端科堂技往迭坐院太堂管_理部会引課から_亀回以内に支払うものとする。
⑨請負代金の前払い

①工事請負代金が300万円以上の場合は、公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結
し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求すること
ができる。また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締
結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前払金を請求す
ることができる。

ただし、中間前払金の請求は、請負代金額が1、000万円以上であって、かつ、工期が150日
以上である場合に限り請求できるものとする。

②前払金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲覧サービス
上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同
じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を本工事に係る経理責任者に提供
し、本工事に係る経理責任者は、当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲
覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について電子契約システ
ム(又は電子メール)を介して提供すること。



(10)契約不適合責任

基準堀3及び第肌による。
(Ⅱ)工事関係保険の締結

この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、ホ且立保険契約(共済その他これに
準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。
①保険対象
工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。
②保険契約者
受注者とすること。
③被保険者
発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リー
ス業者を含む。)とすること。
④保険金額
請負代金額と同額とすること。ただし、卦合材料又は貸与品の価額が算入されていないと
きはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用解体撤去工事費、用地
費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。
⑤保険金支払額の控除額、(免責額)
請負代金額の1000分の5の額にの額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。
⑥保険金請求者
受注者とすること。

⑦保険期間
工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。
⑧特約条項

ウ次の付保条件により、損害a割賞責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これ
に準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。
例対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につきW億円以上とすること。
(イ)文"勿a剖賞保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。
(ウ)発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。
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月14日法律第35号)に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負イ傷等に対する補償に必
要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。

(13)設計図書に対して疑念があった場合の対応

①受注者は、設計図通りに施工すると多額の維持管理費が必要となる場合等には、必ず、発
注者に対して、その旨及び維持管理の見積金額を報告・助言し、設計図書通りに施工するか
否かについて確認することを義務付けるものとする。
②受注者は、漫然と設計図書に従って施工するのではなく、設計図書、建材等に内在する危
険性や蝦症等があるときには、必ず、発注者にその旨を報告・助言し、設計図書通りに施工
するか否かについての晦忍をすることを義務付けるものとする。

a4)国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学工事請負等契約細則第17条別記第1号、工事請負
契約基準第18条の補足

設計図書の内容に疑義が生じた場合は、直ちに監督職員に通知し、その磁忍を請求しなけれ
ばならない。

7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置につぃて

ω本学が発注する建設工事(以下、「発注工事」という。)において、暴力団員、暴力団對苗成
員又は暴力団関係業者(以下、「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下、
「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があっ
た時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への
通報等」という。)。

②ωにより警察への通報等を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注
者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。

③発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の
被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

④前記(1)及び②の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったこと力流認された場
合の措置について

①指名停止又は文書注意

暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠っ
た場合は、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20
日付け17文チ斗施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)の
別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止とな
る。

なお、指名停止に至らない事由の場合は、指名停止措置要領第松に規定する書面による
注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意となる。
②工事成績評定への反映

工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき、前記①に
よる指名停止を受けた者については10点、文書注意を受けた者については8点の工事成績評
定点の減点となる。

8 その他

(1)工事実績情報サービス(COR INS)への登録

この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容
に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引
渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サ
ービス(COR INS)へ登録すること。
なお、技林渚の従事期間は、余裕期間を含まないものとする。

②公共事業労務費調査への協力

毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準
法第108条による賃金台帳を劃蒲しておくこと。



なお、賃金台帳の整備にあたっては、一般社団法人全国建設業協会干川建設現場の賃金管理
の手引き」によること。

③共通費実態調査への協力
本工事は、受注者による営繕工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者にお
ける工事費積算のより一層の適正化をはかることを目的とした共通費実態調査供通費モニタ
リング調商の対象工事である。
なお、調査票は、監督職員から配布するものとする。

④建設業退職金共済制度の履行
①受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書(発
注者用)を工事請負契約締結後原則明以内(電子申請方式による場合にあっては、工事請
負契約締ホ討妾原則卯日以内)に、発注者に提出しなければならない。
また、受注者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用等
により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成
後、速やかに掛金充当実§鮮R告総括表を作成し、検査職員に提示しなければならない。
②「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場の標識を掲示すること。
⑤工事成績評定について

この工事は、「公共工事の入札及て喫約の適正化のイ足進に関する法律」(平成12年法律第12
7号)及び「公共工事の入札及て喫約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月
9日閣議決定)に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成加年明17日付け文教施
設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。
⑥ワンデーレスポンスの実施について
本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
①ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その
日のうちに」回答するよう対応することである。なおじ即日回答が困難な場合に、いつまで
に回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日
のうち」にすることを含むものとする。
②受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握で
きる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
③受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査
し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

⑦工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について
落札者邵迫意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第10
0号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生
するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決
定)から請負契約を締結するまでに、契約担当者等に対して、その旨を当該事象の状況の把握
のため必要な情報と併せて通知すること。
⑧主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について
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①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又
は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場
への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職
員との打ち合わせにおいて定める。
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②工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手
続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場へ
の専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者
に通知した日(伊上「検査結果通知書」等における日付)とする。
⑨現場代理人の工事現場における常駐の緩和について

①基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及て畊雀限の行使に支
障がないとは、以下のものとする。

ア請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機キオの搬入
又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお、現場施工に着手する日にっいて
は、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。

イエ事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務
続、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の
完成を確認した旨、受注者に通知した日(伊上「検査結果通知書」等における日付)と
る 0

ウエ場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。
エエ事現場において作業等が行われていない期間。

②基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と
携帯電靜等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現
場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。

③その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要
しない期間を定める。

aの建設業法第26条第3項1号の規定の適用を受ける監理技術者の工事における取扱いにっいて
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(13)週休2剛足進工事の実施について

本工事は、労働基準法の時間外労働規制を踏まえ、週休2日を前提に工期を設定している。受
注者は工事着手前に、「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を提出する。変形労働時
間制等の週休2日以外の働き方を希望する場合は、受注者は、施工期間、施工時間等について、
監督職員と協議の上、実施するものとする。

また、工事着手1麦に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等
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を提出するものとする。

なお、週休2日の考え方は以下のとおりである。
1)「週休2助とは、工期における全ての週において、原則として士曜日及び日曜日を現
場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行うことをいう。
2)「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を
除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。また、
降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現
場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。
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(15)テジタルエ事写真の小黒板情報電子化について

デジタルエ事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画
像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信懇性確認
を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るもの
である。

本工事で受注者がデジタルエ事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契紺髪、監督職
員の承諾を得た上でデジタルエ事写真の小黙反情報電子化対象工事'(以下、「対象工事」とい
とすることができる。対象工事では、以下の①から③の全てを実施することとする。つ。

なお、本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画
・防災部参事官)」に準ずる。
①必要な機器・ソフトウェア等の導入

受注者は、デジタルエ事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等
(以下、「使用機器」という。)については、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文
教施設企画・防災部参事官)」の「3.得)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができるこ
と、かつ信慧性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信
愆性確認機能(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のり
スト(CRYPT郎C "斉号りスト)」(UN rhtt那ゾ/WW. cryptrec. go.jp/1ist. htmlj )に記載して
いる技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、対象工事で
の使用機器について提示するものとする。
②デジタルエ事写真における小黙反情報の電子的記入
受注者は、使用機器を用いてデジタルエ事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を
電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、「工事写真
撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」によ
る。

なお、対象工事において、「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従
来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影
響により、使用機器の利用が困難な工種が想定される)。
③小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写
真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者は
URL (httpSゾ/WW.jcomsia.org/kokuban/)のチェックシステム(信懇性チェックッール)
又はチェックシステム q言懇性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写
真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真のイ甫長性確認を行い、その結果を併せて
監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信懇性確認の結果を、監督職員力流認す
ることがある。

t

^

jl'

^

ムヒ

ムヒ

^

t

マ'

18



ル

jl.

六

^

jl'

^

ーず

^

^

日

日

盤三

白

大

^

六

ノ＼

^

^

口

(矧質疑応答
①質疑がある場合には提出
持参、郵送(書留郵便等の酉謎記録が残るものに限る。提出期間内必着。)又は電子メール
(電話にて着信を確認すること。)により提出するものとし、令和年月日時
までに国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学管理部施設課施設企画係へ提出する。
なお、電子入札システムによる提出は認めない。

②質馳書答の閲覧日時及び場所
令和年月日時~令和年月日時まで国立大学法人奈良先端
科学技術大学院大学管理部施設課にて閲覧できる。

Z>、ケ

Z>、

二1二

左喬

'長

ミ゛プ斤

^

＼

^

目

^

区刀

六 ケt

六

目

^

/さ、

^

六

111

日

日

^

^ 臣とず

＼

19

日
目

国
白

ず
白

Ξ

白
ず
一

白
日



N

会一

高山サイエンスプラザ

農地

営駐車堤
駐車禁止

ーース;

民間研弐所用地

現場説明書別紙一1

学際融合域研突
号盤

T

/

T

符

事務局棟

正門

学生宿舎8

C^

T

ト

(入

農地

グラウンド

学生宿舎7

謝慎図書讐

島

「、

ホール

目

守

バイ

T

学生富舎6

サイエンス棟
棟

[コ

宿舎

学会館

司

ーーーーー^ノノーーーー^

0

宿舎

水暴動物飼育室

、J

放射隷実験施

広堪

崩敦棟

T

A

「'

B樫

、

舎

池

棟

CI

請義棟

ノノーーーー「

'一塗0一世

股

凡例

E三三ヨ本工事位置
^工事用地(3mX4m)

^車両進入路

⑳工事用給水の分岐位置(ただし、分岐位置については監督職員の承諾を得ること)

@工事用電力の分岐位置(ただし、分岐位置については監督職員の承諾を得ること)
⑥交通整理員{大型車両搬入陶

①構内駐車場(ただし駐車位置についてはその都度、監督職員の承諾を得ること)

※構内の駐車台数が限られているため、車両台数は最小限とすること。

※公営駐車場には駐車しないこと。

情報科学棟
A棟

E擦

生

1 1 1

口

凱督棟

物質創成科

R詞ガ九玖

舎5

川

八

宝駿態
L^1

学際融合領域
研究橿1号館

」

生駒団地配置図

"ーイ

多目的広場

＼

ι＼
●4

A

＼

S =ν4,000

＼

調

＼

他

1席号隷

＼

本工事位置

丁 T T

マ

＼
＼

下

〒
＼

＼

〒畢
癌
員
別
埜

[
栽
舞



施工条件

1.作業環境について

1)作業実施時間は、原則として9時00分~17時00分とする。

2)作業延長する場合は、事前に監督職員へ連絡を行い、承諾を得ること。

2.工事期間中の留意事項

1)工事において断水及び停電等の建物管理に影響のある作業は、下記の別契約業務の業務責任者と調整を図ること。

業務名:奈良先端大生駒団地保全業務

2)騒音、振動、粉塵を伴う作業については事前に監督職員と協議のうぇ、施工日を決定する。

3)断水や停電、特に大きな騒音、振動等を伴う作業(搬入搬出作業やコア抜き、アンカー打設等)ほ原則として

土・日・祝日に行うこと。

4)本工事は大学運営を行いながらの改修であり、工程・作業方法・養生方法については動線確保等の配慮をすると

共に監督職員と十分な協議を行うこと。

5)道路・側溝・地下埋設物等を汚損若しくほ破損したときは、速やかに監督職員と協議のうぇ現状に復するものとする。

3.学内行事予定

1)学内行事予定日については、下記による。

その他については監督職員の指示によるものとする。

.

現場説明書別紙一2

0

学位記授与式

0

入試

0

入試

.

イテ事

入試

.

学位記授与式

.

入学式

.

全学停電

.

入試

.

入試

.

オープンキャンパス

.

消防訓練

凡例●:作業不可(構内立入不可)

学位記授与式

令和8年6月25日(木)

4.その他

1)改修に伴う労働基準監督署への書類作成・届出は本工事に含む。

令和8年7月2日(木)

令和8年7月6日嶋)

令和8年8月24日明)

令和8年9月25日(金)

令和8年10月2日(金)

日程

令和8年10月18日(日)

令和8年10月22日(木)

令和8年10月27日(火)

/令和8年7月3日(金)

令和8年10月31日(土)

0.騒音等規制有(構内立入可)

建物内作業で騒音のない作業は可能。監督職員との協議による。

令和8年11月(内1日)

令和8年7月13日網)

令和8年12月22日(火)

令和8年8月27日(木)

/令和8年10月23日(金)

令和8年10月29日(木)


